
収 益

費 用

・原材料費
・人件費
・減価償却費
・支払利息 等

会計上の
税引前利益

（収益－費用）

課税所得

（益金－損金） 法人税額

× 税 率

税額控除

・企業会計上は「費用」となるが、
税務上は「損金」としないもの 等
（例： 賞与引当金など）

・ 会計上は「費用」とならないが、税務上は「損金」とするもの （例： 欠損金の繰越控除、租税特別措置）

・ 会計上は「収益」となるが、 税務上は「益金」としないもの （例： 受取配当の益金不算入）

（例： 租税特別措置）
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法 人 税 の 課 税 べ ー ス
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